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従来の日本の雇用システムにおいては、雇用保障があり労働条件も手厚く保護された正規雇用

労働者（無期契約により、フルタイムで直接雇用されている労働者）と、雇用が不安定で労働条

件も劣位にある非正規雇用労働者（有期契約、パートタイム労働契約、派遣労働契約で雇用され

ている労働者）という二極化された雇用モデルしか提供されていないのではないかという問題が

指摘されている。しかし、より子細に観察すると、正規雇用の内部で、勤務地限定社員や職務限

定社員等の「多様な正社員」が登場してきており、非正規雇用の内部では、有期労働、パート労

働、派遣労働それぞれに非正規雇用として一括して論ずることのできない固有の課題が存在する

ことがわかる。また、正規雇用と非正規雇用の課題は、それぞれを静的に捉えるのではなく、両

者をいかに接合し、移行を促進するかという動的な問題把握が必要である。このような視点から

は、さらに無業・失業状態と雇用をどのように接合すべきかという課題をも浮上してくる。 

 

本研究では、こうした問題意識を踏まえて、第 1 に、正規雇用内部における雇用モデルの多様

化に関する法解釈・法政策上の課題、第 2 に、非正規雇用の雇用システムにおける位置づけに関

わる課題、第 3 に、正規雇用と非正規雇用の処遇格差を是正するための法解釈・法政策上の課題、

第 4 に、無業・失業状態から非正規・正規雇用への接合、そしてそれぞれの状態における所得保

障のあり方、という４つの柱を立てて検討を行った。 

 

第 1 の正規雇用内部における雇用モデルの多様化については、第 1 章「『多様な正社員』をめ

ぐる法律問題」で、現在国会に提出されている有期労働契約の無期化により登場する無期契約労

働者の雇用システムにおける位置づけと各種の法律問題について検討した。また、正規雇用と非

正規雇用が接合する場面として、第 2 章「高年法上の雇用確保措置から見た労働者の多様化」で

は、高年法における定年後の再雇用・継続雇用の理論的問題を分析した。さらに、雇用モデルの

多様化の一局面であるが十分な検討がなされてこなかった分野である、障害者就労について、第

3 章「福祉的就労と障害者の『労働者性』」で、就労する障害者の労働者性について根本的考察を

加えた。 

 

働き方の多様化の延長線上の問題として、病気により就労できないが雇用関係は存続する休職

期間があり、特に、近時、メンタルな問題を抱える労働者の増加により種々の法的問題が生起し

つつある。そこで、第 4 章「疾病による休職期間中の法律関係」では、私傷病による休職期間に

ついても一定範囲で賃金を補償する法制度を整備しており、また、病気から復帰にかけてのリハ

ビリ勤務の法的性質等の検討も進んでいるドイツ法の状況を検討し、日本の制度論・解釈論への

示唆を探った。 

 

労働関係が一企業を超えてダイナミックに展開するという意味での労働関係の多様化・複雑化

が現れるのが、企業組織再編時である。そこで、企業組織再編時の労働関係に関する多様な法律

問題について、第 5 章「企業組織再編時の労働者保護規制に関する日独比較」で比較法的検討を

加えた。 

 



3 
 

第 2 の非正規雇用の雇用システムにおける位置づけについては、第６章「オランダにおける「多

様な働き方」を支える法制度」で、パートタイム労働を積極的に活用したことで知られるオラン

ダの状況を総合的に分析している。また、非正規雇用の中で、現在最も注目を集めているのが有

期労働契約の法規制の在り方であるが、この点については第 7 章「ドイツにおける客観的事由の

ない有期契約規制の新展開―2011 年 4 月 6 日 BAG 判決を中心に―」で、日本の立法論にも大き

な影響を与えているドイツ法の最新状況を分析している。 

 

第 3 の正規雇用と非正規雇用の処遇格差是正問題に関しては、EU において雇用形態差別に関

する指令が発出されるなど、参考となる議論が展開されている。しかし、そこで展開されている

雇用形態差別や同一労働同一賃金等の基本的概念について、必ずしも共通の理解が成立していな

いように思われる。そこで、第 8 章「男女間の『同一労働同一賃金原則』と『同一価値労働同一

賃金原則』について：ドイツの一般平等取扱法に関する議論を参考に」では、ドイツ法の議論を

素材に、雇用形態差別に関わる基本的概念について検討を深めた。 

 

第 4 の、無業・失業状態から非正規・正規雇用への接合、そしてそれぞれの状態における所得

保障のあり方については、労働法と社会保障法にまたがった検討が必要である。これについては、

第 9 章「イギリスの最低賃金制度と給付つき税額控除制度」および第 10 章「アメリカの失業保

険制度と稼得所得税額控除」で、無業・失業状態から雇用への移行をどう規制すべきか、あるい

は、非正規雇用への諸施策が雇用を失わせるような阻害的効果を生まないためにはどのような留

意が必要か等について、イギリス及びアメリカの制度と現状について検討を加えた。 

 

以上のような４つの柱に沿った各論的検討からは、各論点に関する多くの有益な示唆が得られ

たほか、改めて、正規雇用と非正規雇用の二極化という捉え方では不十分で、正規雇用の内部に

おける多様化、非正規雇用として一括して議論できない非正規雇用内部の多様化と課題の多様性

を踏まえた検討が重要であること、正規・非正規雇用の外に、無業・失業状態が存在することも

視野に入れた施策が必要であること、そして、無業・失業、非正規雇用、正規雇用を分断して静

的に捉えて論ずるのではなく、これらの状態を動的に接合し、望ましい状態に誘導するための視

点からの検討が必要であること等が確認されたように思われる。 


